
別紙 １

② 信書便物が差し出された時から、３

時間以内に当該信書便物を送達する

もの。

③ 料金の額が８００円を下回らない範囲

内において総務省令で定める額（国内

は８００円）を超える信書便物を送達す

るもの。

① 長さ・幅・厚さの合計が７３ｃｍを超え、

又は重量が４ｋｇを超える信書便物を送

達するもの。


